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令和８年度の「涼み処」の開設について

１　趣旨
　市では、近年の夏季における気温の上昇を踏まえ、熱中症を予防するため、市民等が外出時に一時的に暑さをしのげる場所として「涼み処」を開設します。

２　期間
　　令和８年７月１日（水）から９月30日（水）まで
　　ただし、市役所については、令和８年７月13日（月）から９月30日（水）までとします。

３　場所
	
	施設
	開放時間
	休館日

	１
	サン・リアショッピングセンター
	9:00～19:00
	なし

	２
	こども家庭センター
（ＤＡＣＣＯ）交流広場
	9:00～19:00
	なし

	３
	リアスホール
（１階レストランフロア）
	9:00～21:00
	火曜日
イベント時は利用不可

	４
	大船渡市防災観光交流センター
（おおふなぽーと）
	１階9:00～18:00
２階9:00～22:00
	なし

	５
	碁石海岸インフォメーションセンター
	8:30 ～17:15
	なし

	６
	Ｙ・Ｓセンター（エントランスホール）
	10:00～20:00
	月曜日

	７
	地方卸売市場大船渡市魚市場
（３階フロア）
	9:00～17:00
	水曜日

	８
	大船渡市役所（１階第２会議室）
	9:00～16:00
	土曜日、日曜日及び祝日
７月31日、８月３日、
８月26日、８月27日

	９
	㈲古内電器商会
	9:00～17:00
	８月14日、８月15日



４　内容
　熱中症警戒アラート等の発表の有無にかかわらず、各施設の利用可能時間内において、市民等が一時的に暑さをしのぐことができる休憩場所として開放し、受入れを行います。

５　対象
　　市民等
